
ノ

　
　
　
　
は
　
し
　
カ
　
き

　
昨
年
の
夏
、
私
は
文
學
士
錦
田
義
富
氏
の
紹
介
で
、
氏

の
學
友
玉
木
正
行
氏
の
家
に
傳
へ
ら
る
、
家
系
、
古
文
書

二
一
懇
ご
其
先
代
吉
保
自
筆
の
自
叙
傳
一
冊
（
自
平
身
自

鏡
）
ε
を
見
る
こ
ご
が
出
來
た
。
玉
木
氏
は
是
等
の
記
録

が
學
特
上
多
少
の
墾
考
材
料
こ
も
な
る
な
ら
ば
、
充
分
に

利
用
し
て
ほ
し
い
ご
の
意
向
を
傳
へ
ら
れ
た
の
で
、
私
は

其
好
意
に
依
b
て
研
究
を
途
げ
た
結
果
何
れ
も
装
画
な
る

史
料
ご
認
め
た
か
ら
、
氏
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
本
誌

　
　
　
第
五
巻
　
研
究
　
或
ろ
戦
國
武
士
の
自
叙
偲

ム
ボ
ー
や
チ
ソ
チ
エ
オ
を
失
ひ
た
る
雲
霧
に
鑑
み
て
も
明
　
　
雫
和
な
貿
易
の
獲
達
を
託
る
に
あ
る
。
當
初
の
マ
カ
オ
創

か
で
あ
る
。
兵
力
を
以
て
孚
ふ
程
な
れ
ば
、
マ
カ
オ
を
維
　
　
立
者
は
此
の
如
き
考
を
以
て
、
此
勅
許
文
を
儒
造
し
た
も

持
す
る
必
要
が
な
い
。
マ
カ
オ
を
維
持
す
る
は
、
支
那
こ
　
　
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
或
ろ
戦
國
武
士
の
自
叙
傳
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
玉
木
吉
保
の
身
自
鏡
の
研
究
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
博
士
三
浦
周
行

　
　
　
　
　
　
　
　
“
、

に
登
表
す
る
こ
ご
、
し
た
。

　
　
　
　
世
　
　
　
系

　
玉
木
氏
は
奮
長
門
藩
士
で
あ
っ
た
。
萩
藩
閥
聖
典
八
十

二
の
中
に
玉
木
太
郎
左
衛
門
ご
あ
る
が
其
家
で
あ
る
。
同

書
に
は
毛
利
元
就
、
坐
卓
、
秀
就
三
代
の
出
し
た
加
冠
、

任
官
、
受
領
の
文
書
墨
池
を
牧
め
そ
れ
に
茂
吉
か
ら
直
之

（
享
保
十
四
年
妓
）
迄
の
略
譜
を
附
載
し
て
居
る
。
家
系
も

直
之
の
父
就
直
（
耐
暑
五
年
残
）
迄
は
同
一
筆
で
あ
る
か
ら

恐
ら
く
直
之
の
時
に
出
來
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
比

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
盛
　
　
　
　
一
一
　
（
一
一
）



　
　
　
第
五
巷
　
研
究
　
或
ろ
職
國
武
士
の
自
叙
憾

べ
る
ご
吉
保
の
身
耳
鏡
が
古
い
。
同
書
に
は
吉
保
六
十
七

歳
の
條
に
、
春
の
筆
■
始
に
記
臆
の
席
書
附
け
ら
れ
た
玉
置

一
類
の
系
譜
が
載
っ
て
居
る
。
吉
保
の
⊥
ハ
十
七
歳
は
元
和

画
年
に
相
當
す
る
か
ら
、
現
存
の
史
料
中
で
は
最
も
前
出

の
も
の
ご
謂
っ
て
よ
い
。

　
今
此
三
つ
の
系
譜
を
墾
解
す
る
ご
、
玉
木
民
の
租
先
は

天
竺
遺
書
陀
國
の
王
子
で
、
日
本
へ
渡
航
し
、
紀
伊
國
熊

・
野
に
住
し
て
玉
置
大
明
榊
ご
欝
せ
ら
れ
た
り
王
子
八
人
、

本
宮
新
宮
那
智
等
諸
所
に
分
れ
住
み
、
入
王
子
ご
申
す
ε

の
家
傳
で
あ
る
。
玉
木
氏
に
は
現
に
其
玉
（
穫
一
寸
、
重

八
匁
⊥
ハ
分
ご
傳
へ
ら
る
）
や
、
玉
の
事
を
書
い
た
玉
麗
家

賓
傳
（
叉
玉
傳
記
ご
も
）
清
岡
長
親
筆
の
玉
置
大
明
淋
の
帥

號
が
傳
っ
て
居
る
さ
う
で
あ
る
が
私
は
未
だ
見
な
い
。
玉

木
は
も
ご
玉
置
ご
書
い
た
の
を
、
後
に
今
の
字
に
改
め
た

こ
い
ふ
。

　
其
後
後
醍
醐
天
皇
の
朝
に
、
子
孫
國
を
逐
は
れ
て
諸
所

流
浪
の
揚
句
、
安
藝
國
佐
東
郡
温
帯
村
に
落
附
い
て
年
月

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
一
二
　
（
＝
一
）

を
途
つ
た
ご
あ
る
が
、
誰
の
時
の
事
こ
も
傳
へ
が
な
い
。

唯
身
自
験
に
玉
置
大
藏
左
術
門
、
與
三
右
衛
門
、
四
郎

左
衛
門
ご
祀
先
の
俗
名
を
書
き
蓮
ね
π
や
け
で
あ
る
の
に

家
系
が
（
愚
管
録
も
）
茂
吉
、
吉
政
、
吉
之
ε
、
そ
れ
み
＼

其
實
名
を
あ
ら
は
し
て
居
る
の
は
確
か
な
援
b
ざ
こ
ろ
が

あ
っ
て
の
事
か
、
閥
邑
智
に
は
茂
吉
の
肩
に
父
系
以
前
之

績
不
分
明
ご
明
ら
逸
ま
に
記
さ
れ
て
居
る
が
、
安
藝
移
住

の
事
の
同
人
の
條
下
ζ
見
え
て
居
る
の
は
其
時
の
嫁
ご
見

た
も
の
、
や
う
に
も
受
取
れ
る
。
始
め
て
元
就
に
事
へ
た

ご
家
系
に
記
さ
れ
る
毛
穎
守
久
吉
は
七
十
三
歳
で
破
し
た

と
い
ふ
だ
け
で
、
何
年
の
事
ご
も
わ
か
ら
ぬ
が
、
此
人
か

ら
始
め
て
其
子
孫
が
明
臼
に
な
っ
て
逸
る
。
久
吉
の
子
が

伊
豆
守
忠
士
ロ
で
あ
る
。
玉
木
氏
に
傳
へ
た
丈
書
は
一
欝
欝
、

輝
元
、
秀
就
、
秀
元
等
二
十
四
通
で
あ
る
が
、
其
中
最
も

古
い
の
は
弘
治
四
年
三
月
二
十
三
旦
兇
玉
就
忠
の
も
の
で

そ
れ
に
は
忠
の
一
字
を
授
與
さ
れ
た
こ
ビ
が
見
え
る
か
ら

其
頃
は
毛
利
家
の
重
臣
児
玉
氏
の
配
下
で
あ
っ
た
ざ
見
え



る
σ
け
れ
ざ
も
其
後
永
藤
四
年
正
月
九
日
に
元
就
か
ら
太

■
郎
左
衛
門
尉
の
任
官
を
許
さ
れ
て
居
り
、
天
正
十
一
年
九

月
晦
日
に
更
に
輝
々
か
ら
伊
豆
守
の
受
領
を
許
さ
れ
て
居

る
。
術
ほ
文
書
に
は
小
早
川
隆
景
か
ら
忠
吉
の
辛
勢
を
慰

め
、
且
つ
年
頭
の
祝
儀
こ
し
て
、
三
十
疋
を
賂
つ
た
に
つ

い
て
謝
意
を
表
し
だ
正
月
十
六
日
町
の
書
状
ビ
同
じ
く
忠

吉
の
多
年
の
勢
苦
に
劃
し
て
疎
澗
に
打
過
ぎ
た
陳
謝
ご
一

頭
の
努
力
を
望
む
意
昧
の
九
月
二
十
一
日
附
の
書
状
ざ
が

傳
っ
て
居
り
、
身
自
鏡
に
は
吉
保
十
⊥
ハ
歳
の
時
忠
吉
が
出

雲
國
能
義
郡
の
代
官
こ
し
て
天
野
隆
重
諸
共
富
田
城
に
楯

籠
り
、
翌
年
紫
貝
が
雲
伯
の
婦
人
追
署
の
爲
め
出
張
し
た
．

時
報
就
に
謁
し
、
鋤
功
の
賞
ご
し
て
備
中
國
下
光
郡
服
部

村
に
於
て
三
百
石
を
賜
っ
た
ご
見
え
て
居
る
。
隆
景
の
書

朕
は
二
池
共
伊
豆
守
宛
で
あ
る
か
ら
、
天
正
十
一
年
以
後

の
も
の
で
、
も
ご
よ
り
富
田
籠
城
中
の
事
で
は
な
い
。
忠

吉
は
慶
長
十
四
年
（
家
系
）
八
十
二
歳
で
妓
し
た
D
身
自
鏡

の
著
者
吉
保
は
其
嫡
男
で
あ
る
。

　
　
　
第
五
巷
　
　
研
　
究
　
　
肥
る
戦
陣
武
士
の
貞
叙
偲

　
　
　
身
自
鏡
の
贋
値

　
私
は
こ
れ
か
ら
進
ん
で
身
自
鏡
の
研
究
に
移
ら
う
ご
思

ふ
。
珍
書
は
玉
木
氏
の
家
賓
中
期
も
史
的
慣
値
に
富
ん
で

居
る
上
に
、
毛
利
公
爵
家
に
僅
｝
部
の
扱
輩
が
あ
る
だ
け

で
、
他
に
類
本
が
な
い
さ
う
で
あ
る
。

　
回
書
名
　
本
書
は
玉
木
氏
で
土
佐
守
吉
保
の
自
叙
傳
ご

い
は
れ
、
毛
利
家
で
玉
木
土
佐
守
畳
書
ご
い
は
れ
る
ご
聞

い
た
け
れ
ざ
も
、
牛
頭
に
著
者
み
つ
か
ら
書
名
の
由
來
を

序
し
て
、
「
土
佐
力
一
世
ノ
事
ハ
身
鼻
鏡
ト
名
付
ク
、
意

ハ
身
上
二
見
へ
來
ル
鞭
畢
ヲ
有
ノ
儒
陣
二
記
田
盤
シ
タ
レ
ハ
自
カ

ラ
み
カ
・
ミ
ト
云
意
也
、
旧
誼
ヲ
自
讃
而
身
自
覚
ト
名

付
」
ε
い
っ
て
居
る
か
ら
身
自
鏡
ピ
申
し
た
方
が
著
者
の

本
意
に
合
ふ
課
　
で
あ
ら
う
。

　
二
内
容
ご
著
作
年
代
　
本
書
は
吉
保
自
身
其
祀
先
の
事

か
ら
誕
生
以
後
老
年
に
至
る
迄
の
事
蹟
を
、
例
へ
ば
十
四

ノ
歳
一
挙
三
十
五
ノ
歳
ハ
云
々
ご
年
を
逐
う
て
書
き
記
し

　
〇
二
十
九
ノ
歳
・
何
タ
ル
御
役
目
モ
無
ラ
緩
ソ
ト
遊
ヲ

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
＝
二
　
（
＝
二
）



　
　
　
第
五
・
巻
　
　
研
　
究
　
　
或
ろ
職
國
武
士
の
向
叙
偲

　
ハ
居
回
ケ
ル
の
．
臆

　
　
　
’
　
　
　
　
棚
オ

　
　
　
　
　
　
　
田
師

ご
い
っ
た
調
子
で
長
短
ざ
b
ぐ
で
あ
る
。
誤
字
親
字
交

り
に
園
主
な
筆
附
で
書
下
し
て
あ
る
け
れ
こ
も
、
武
人
ご

は
い
へ
文
學
の
素
養
の
あ
っ
た
人
だ
け
に
多
少
の
上
下
も

あ
っ
て
、
言
ひ
知
れ
ぬ
妙
味
が
な
い
で
も
な
い
。
同
じ
秀
吉
や

の
事
を
書
く
に
も
時
代
の
前
後
や
敵
里
方
の
形
勢
に
鷹
じ

て
初
は
朋
柴
筑
前
守
（
又
は
朋
筑
こ
も
）
ご
呼
捨
て
に
し
次

に
關
臼
襟
、
最
後
に
太
閤
様
ビ
敬
語
を
用
み
る
ざ
い
ふ
風

に
書
分
け
て
あ
る
ご
こ
ろ
な
ざ
、
年
々
の
書
繊
ε
見
え
な

い
こ
ご
も
な
い
が
、
筆
蹟
は
六
十
七
歳
迄
は
大
悲
同
一
で

あ
る
。
著
者
は
本
書
の
慰
頭
に
書
名
を
定
め
た
趣
旨
を
書

い
て
子
時
元
和
三
年
十
一
月
良
辰
序
之
畢
ε
い
っ
て
居
る

の
を
見
る
ご
、
恐
ら
く
同
年
の
作
で
あ
ら
う
。
元
和
三
年

は
非
者
者
が
⊥
ハ
十
⊥
心
蕨
の
時
に
相
腰
試
す
る
。
本
堂
日
を
熟
く
拙
磯

ん
で
見
る
に
、
著
者
も
同
年
を
以
て
華
壇
こ
す
る
心
構
で

あ
っ
た
ら
し
く
。

　
　
六
十
六
，
歯
向
是
モ
世
間
豊
．
；
．
有
ヶ
劣
正
月
．
初
比
＾
、

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
四
（
一
四
）

　
　
江
戸
．
り
太
郎
右
衛
門
モ
下
り
ヶ
り
、
十
年
計
在
江
戸
而
、

　
細
用
等
無
三
儀
相
調
、
無
事
．
一
下
リ
ヶ
．
、
一
段
実
年
ハ

　
　
説
．
，
，
寝
腐
、
怨
讐
、
若
殿
様
秋
初
．
複
成
立
下
向
、

　
　
上
下
萬
民
千
秋
萬
歳
．
御
慶
．
無
レ
．
他
事
モ
、
サ
．
ハ
御
家

　
　
中
．
大
小
身
共
、
被
召
寄
、
日
墾
。
サ
セ
、
古
老
新
栄
・

　
　
筋
目
テ
被
聞
召
、
忠
不
忠
．
糺
㌧
硬
磁
写
人
力
．
．
。
究
．
、
御

　
　
恩
賞
テ
行
ハ
。
ヶ
ル
、
又
馬
。
揃
．
蓮
日
被
御
覧
、
分
限
．
多

　
　
少
二
合
セ
、
善
悪
，
撰
作
テ
被
成
、
被
レ
加
二
御
褒
美
り
過

　
　
怠
。
出
サ
セ
、
知
行
テ
被
レ
召
上
モ
多
ヵ
リ
ヶ
リ
、
誠
．
［
御
憲
法
，

　
　
御
聖
作
革
、
彌
翼
長
久
之
基
，
．
畳
．
ヶ
ル
、
賢
竪
着
倒
．

　
　
云
御
心
馬
頭
、

ご
記
さ
れ
る
。
文
中
の
太
郎
右
衛
門
は
吉
保
の
養
嗣
子
吉

親
で
、
永
ら
く
父
の
代
役
こ
し
て
（
家
系
）
の
江
戸
詰
か
ら

乱
舞
を
し
た
、
又
若
殿
檬
は
主
君
輝
元
の
嫡
子
秀
就
で
、

こ
れ
も
下
國
に
な
っ
た
、
世
間
は
豊
稔
で
、
賞
器
も
正
し

い
ご
、
お
目
出
度
い
こ
ε
號
し
で
あ
る
。
其
翌
年
は
「
春
．

筆
始
二
玉
響
ノ
一
類
，
事
、
畳
．
分
テ
書
付
也
」
ご
い
っ
て
、
前



に
も
述
べ
た
系
圖
を
認
め
π
w
け
で
筆
を
絶
っ
て
居
る
。

読
後
は
紙
を
別
に
し
て
六
十
八
歳
か
ら
入
十
二
歳
迄
を
書

き
足
し
、
最
後
に
、
子
時
寛
永
十
癸
連
年
正
月
十
三
日
逝

去
ご
見
え
る
。
一
中
六
十
八
歳
か
ら
七
十
三
歳
迄
の
聞
は

元
日
以
下
四
季
短
く
に
詠
ん
だ
俳
句
を
録
し
た
い
け
で

あ
る
が
、
七
十
四
歳
か
ら
八
十
二
歳
迄
は
何
の
記
事
も
な

い
。

　
此
六
十
入
歳
以
下
逝
去
迄
の
書
縫
は
全
く
同
一
筆
で
あ

る
。
著
者
が
六
十
七
歳
の
時
に
書
い
た
系
圖
に
、
後
に
生

れ
も
し
死
に
も
し
た
男
女
を
書
足
し
て
居
る
の
に
も
こ
れ

ご
同
筆
が
交
っ
て
居
る
の
を
思
う
ピ
、
恐
ら
く
養
嗣
子
吉

親
の
筆
で
は
あ
る
ま
い
か
。
吉
親
は
寛
永
十
入
年
九
月
六

日
に
六
十
二
歳
で
質
し
て
居
る
。
（
閥
閲
録
4
私
は
こ
れ
で

賂
本
書
の
著
作
年
代
を
推
測
す
る
こ
ご
が
出
來
や
う
ご
思

ふ
。

　
三
綱
活
の
路
歴
　
次
ぎ
に
記
蓮
の
便
宜
上
、
先
づ
本
書

に
糠
っ
て
概
括
的
に
著
者
の
閲
歴
を
述
べ
て
置
か
う
。

　
　
　
第
五
巷
　
研
究
　
或
る
職
國
武
士
の
自
叙
傳

　
著
者
は
天
文
二
十
一
年
七
月
入
日
に
生
れ
て
寛
永
十
年

正
月
十
三
日
に
入
十
二
歳
半
高
齢
で
翻
し
て
居
る
。
覚
2

生
は
室
町
の
末
期
か
ら
織
豊
二
氏
を
経
て
江
戸
の
初
期
に

跨
っ
て
居
り
、
毛
利
家
で
は
元
中
、
心
元
、
秀
就
の
三
代

に
亙
っ
て
居
る
。
此
時
代
は
日
本
の
歴
史
に
於
て
最
も
波

瀾
に
富
ん
だ
墾
遷
時
期
で
あ
る
が
、
彼
れ
の
主
家
た
る
毛

利
氏
の
如
き
も
中
國
一
の
好
運
児
で
あ
り
乍
ら
一
朝
破
滅

に
瀕
し
た
こ
ご
も
あ
る
。
彼
れ
の
家
も
父
の
他
迄
は
一
郡

の
代
官
を
も
勤
め
三
百
石
取
の
大
身
で
あ
っ
た
け
れ
ざ
も

關
ヶ
原
役
後
逸
元
の
失
脚
か
ら
周
防
國
佐
波
郡
で
僅
許
の

屋
敷
分
を
支
給
さ
れ
た
や
け
で
め
る
。
其
の
知
行
高
は
彼

れ
の
孫
就
経
の
時
に
四
十
五
石
、
黒
子
就
直
の
時
に
五
十

石
で
め
つ
て
、
明
治
維
新
の
初
に
は
給
録
⊥
ハ
十
五
石
七
斗

七
升
三
合
ご
記
さ
れ
る
。
（
家
系
）
此
他
本
書
の
記
事
に
は

相
憾
に
墾
化
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ノ
ミ

　
彼
れ
は
十
六
歳
の
時
周
防
詳
記
海
の
戦
に
初
陣
の
手
柄

を
奏
し
、
十
七
歳
の
時
備
中
松
島
の
城
攻
に
先
駈
を
し

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
一
五
　
（
一
五
）



　
　
　
第
五
巷
　
　
研
　
究
　
　
或
ろ
戦
國
武
士
の
白
叙
偲

た
。
二
十
二
歳
の
時
に
は
又
播
磨
國
上
月
城
の
寄
手
に
加

は
り
、
二
十
三
歳
の
時
に
は
美
作
國
に
出
陣
し
て
敵
首
を

揚
げ
、
二
十
五
⊥
ハ
の
時
は
出
雲
國
富
田
城
に
從
益
し
、
二

十
七
歳
の
時
は
有
名
な
る
高
松
の
城
攻
に
後
詰
の
軍
勢
に

加
っ
て
居
る
。
三
十
歳
よ
り
三
十
七
歳
迄
は
諸
賢
の
槍
地

に
出
役
し
把
が
三
十
八
歳
の
時
朝
鮮
に
出
征
し
、
三
十
九

．
歳
雲
上
に
從
っ
て
蹄
朝
し
だ
。
四
十
歳
の
時
に
は
普
請
の

平
方
を
承
っ
て
上
洛
し
、
四
十
四
歳
か
ら
は
大
阪
に
滞

在
し
諸
所
よ
り
蓮
逸
し
た
米
を
請
取
っ
て
は
、
又
諸
方
へ

配
分
し
つ
、
あ
っ
た
が
、
五
十
一
歳
の
時
に
、
前
後
十
一

箇
年
の
撃
方
を
無
事
に
警
め
上
げ
て
蹄
任
し
、
五
十
三
歳

の
時
叉
江
戸
に
赴
い
て
秀
就
の
賄
の
熱
量
を
承
っ
て
居
だ

が
、
五
十
七
歳
の
時
、
場
裏
ε
老
年
こ
の
爲
め
養
嗣
子
吉

親
を
名
代
に
し
て
江
戸
に
下
し
、
自
身
は
館
臆
し
て
閑
地

に
就
い
た
、
關
ヶ
原
の
役
は
彼
れ
が
四
十
六
歳
の
時
で
、

大
阪
の
役
が
六
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
此
間
秀
吉
及
び

家
康
の
目
眩
し
き
出
世
や
‡
家
の
痛
ま
し
い
浮
沈
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
　
號
　
　
　
　
－
山
前
　
（
一
山
ハ
）

て
は
随
所
に
興
起
を
洩
ら
し
て
居
る
〇

　
四
年
代
の
錯
誤
．
然
ら
ば
本
書
の
記
事
は
、
す
べ
て
其

儘
事
實
ご
し
て
信
慧
す
る
こ
ご
が
出
世
る
か
ざ
う
か
、
此

問
題
は
種
々
の
方
面
よ
り
研
究
せ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
が
、

正
確
不
正
確
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
ご
し
て
先
づ
注
意
を
惹
く

べ
き
は
書
中
に
見
え
た
年
代
の
當
っ
て
居
る
や
否
や
こ
い

ふ
事
で
あ
ら
う
。
私
は
先
づ
第
一
に
此
織
に
注
目
し
て
年

順
に
其
出
盛
事
ε
年
代
こ
の
關
係
を
考
査
し
た
結
果
、
少

ら
ふ
9
，
錯
誤
の
あ
る
事
を
螢
激
し
て
最
初
の
戚
興
の
幾
分
を

裏
切
ら
れ
た
や
う
の
戚
じ
も
し
た
。
そ
れ
ら
を
一
，
々
こ
、

に
書
き
立
て
る
も
如
何
と
思
ふ
が
、
此
書
の
史
的
翠
黛
を

制
断
ず
る
上
に
見
遁
す
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
か
ら
、
試

み
に
重
な
る
も
の
を
列
普
し
て
見
や
う
。

　
本
書
に
は
著
者
自
身
元
服
の
事
を
書
い
て
「
十
三
歳
ニ

モ
成
ケ
レ
バ
、
毛
利
陸
血
八
守
一
兀
就
…
棲
ノ
御
払
剛
一
＝
プ
正
月
ハ
十

一
日
一
二
謝
罪
シ
テ
又
三
郎
士
前
賢
ト
ゾ
名
乗
ソ
ケ
ル
」
ビ
い

っ
て
居
る
Q
著
者
の
生
年
か
ら
推
す
ご
十
三
歳
は
永
藤
七

卜



年
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
．
、
然
る
に
文
書
に
は
元
三
三
年
六

月
＋
七
日
輝
元
か
ら
加
冠
を
許
さ
れ
た
こ
見
え
る
。
是
厳

は
著
者
二
十
一
歳
の
時
で
あ
る
。
家
系
に
は
此
二
つ
の
記

録
を
以
て
、
「
永
祓
七
年
某
十
三
歳
之
時
、
毛
利
陸
奥
守
元

調
製
御
前
ニ
テ
元
服
豊
門
三
郎
吉
保
望
事
、
元
維
三
年
六

月
十
七
日
加
冠
、
輝
元
公
ヨ
リ
御
判
物
賜
之
」
ご
書
い
て

居
る
の
で
あ
る
。
叉
安
藝
の
軍
勢
に
加
っ
て
周
防
國
富
海

に
押
寄
せ
大
内
輝
弘
の
兵
ご
載
っ
た
の
を
著
者
が
十
六
歳

の
時
の
事
ご
し
て
居
る
。
十
六
歳
は
永
覚
十
年
に
屠
る
が

富
海
の
戦
は
同
十
二
年
の
事
で
あ
る
か
ら
、
十
八
歳
の
時

で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。

　
著
者
は
思
量
就
の
卒
去
を
以
て
、
其
十
七
歳
半
⊥
ハ
月
十

四
日
に
係
け
て
居
る
。
此
月
日
に
は
間
違
ひ
な
く
、
そ
れ

か
ら
間
も
な
く
毛
利
氏
の
備
中
に
出
兵
し
た
の
も
事
實
に

吻
合
す
る
も
の
、
、
そ
れ
は
何
れ
も
元
縮
二
年
著
者
が
二

十
歳
の
時
の
事
で
あ
っ
た
。

　
輝
元
が
備
中
國
松
山
城
主
導
村
元
親
を
攻
め
た
の
は
天

　
　
　
第
五
巻
　
研
究
　
或
る
職
野
武
士
の
自
叙
傳

正
二
年
の
事
で
あ
っ
て
、
著
者
が
二
十
三
歳
の
時
で
あ
る

の
に
、
本
書
は
そ
れ
を
十
九
歳
の
時
に
係
け
て
居
る
。
又

輝
元
が
松
山
に
陣
を
進
め
、
元
春
影
壁
を
し
て
播
磨
画
上

月
城
を
攻
め
落
さ
せ
た
の
は
天
正
六
年
、
著
者
が
二
十
七

歳
の
時
の
事
で
あ
る
の
に
、
本
書
は
二
十
二
歳
の
時
こ
し

て
居
る
。
宇
喜
田
直
家
が
織
田
信
長
に
款
を
湛
）
つ
た
の
は

天
正
六
年
の
事
で
、
七
年
置
信
長
こ
れ
を
容
れ
、
八
年
に

は
慮
家
、
秀
吉
の
兵
ご
美
作
貸
馬
山
城
を
攻
め
た
か
ら
、

湯
原
春
望
等
は
元
春
に
援
を
求
め
、
元
春
こ
れ
に
慢
じ
て

二
月
寺
畑
城
を
陥
れ
淀
。
天
正
八
年
は
著
者
が
二
十
九
歳

に
當
る
の
を
、
本
書
に
は
其
二
十
三
歳
の
時
に
係
け
て
居

る
。
秀
吉
が
因
幡
國
鳥
取
城
を
攻
め
る
爲
め
に
大
聴
し
て

姫
路
を
熱
し
た
の
は
天
正
九
年
六
月
著
者
が
三
十
歳
の
時

の
事
で
あ
る
の
を
、
本
書
は
こ
十
四
歳
の
時
と
し
て
居
る

上
に
、
鳥
取
城
は
年
内
に
落
城
し
陀
の
に
、
こ
れ
を
璽
年
．

に
係
け
て
’
居
る
。
（
二
十
五
歳
の
時
こ
し
て
居
る
の
も
誤
っ

て
居
る
こ
ご
遵
ふ
迄
も
な
い
）

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　

「
七
（
一
七
）



　
　
　
第
五
谷
　
　
研
　
究
　
　
阿
る
山
脚
武
士
の
自
叙
偲

　
秀
吉
が
備
前
國
児
島
の
敵
城
を
攻
め
た
の
は
天
正
十
年

の
三
月
で
、
四
月
号
岡
山
に
至
り
、
宇
喜
田
氏
の
兵
を
合

せ
て
備
中
に
縛
賊
し
、
五
月
に
高
松
城
を
黒
み
、
六
月
に

城
存
陥
れ
毛
利
氏
ご
和
を
講
じ
、
引
返
し
て
明
智
光
秀
を

諒
し
た
の
は
隠
れ
も
な
い
事
實
で
あ
る
。
天
正
十
年
は
著

者
三
＋
一
歳
に
相
移
す
る
が
、
本
書
に
は
そ
れ
を
二
＋
七

歳
の
時
ご
し
、
其
翌
年
帥
ち
彼
れ
が
二
十
八
歳
半
正
月
十

一
日
に
輝
元
よ
り
太
郎
心
術
門
尉
に
任
せ
ら
れ
た
こ
い
ふ

け
れ
ざ
も
、
文
書
に
は
確
に
天
正
十
三
年
正
月
九
日
の
事

ご
見
え
、
昨
年
は
著
者
の
歳
も
三
十
四
で
あ
る
上
に
、
月

は
合
へ
ご
も
日
が
違
ふ
。
而
か
も
本
書
に
同
年
の
事
ご
し

て
暴
げ
た
四
國
征
伐
は
正
に
事
實
で
あ
る
か
ら
、
盆
其
天

正
十
三
年
の
事
ご
知
ら
れ
る
Q

　
秀
吉
が
朝
鮮
を
伐
た
う
ご
し
て
京
都
を
登
し
た
の
は
文

緑
元
年
の
三
月
で
、
名
護
屋
に
到
着
し
た
の
は
四
月
で
あ

っ
た
。
輝
元
は
釜
山
に
上
陸
し
て
五
月
病
に
罹
っ
て
開
寧

に
逼
慨
し
た
。
是
時
著
者
は
四
十
一
厳
で
あ
っ
た
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
入
（
「
入
）

本
書
は
三
十
八
歳
の
事
こ
し
、
從
っ
て
輝
元
に
随
っ
て
婦

朝
し
た
の
．
も
三
十
九
歳
こ
し
て
居
る
。

　
本
書
に
著
者
が
四
十
歳
の
時
京
都
の
軽
質
の
爲
め
に
上
’

聾
し
た
こ
あ
る
は
軍
功
三
年
秀
吉
が
大
阪
城
を
秀
頼
に
與

へ
ん
爲
め
伏
見
に
城
を
築
い
た
時
の
事
で
あ
ら
う
。
其
次

に
「
宰
相
秀
元
様
御
祝
言
」
ご
あ
お
は
秀
吉
が
同
年
九
月
毛

利
秀
元
を
朝
鮮
か
ら
呼
戻
し
て
建
長
の
女
を
女
は
せ
π
こ

ご
を
指
す
も
の
に
相
違
な
い
。
只
著
者
の
年
齢
は
四
十
三

歳
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
加
之
本
書
に
「
四
十
一
歳
ハ
關

臼
玉
へ
行
幸
ア
ソ
」
ご
・
い
ふ
の
は
文
腺
元
年
正
月
關
自
秀

次
の
聚
樂
第
行
幸
の
外
あ
る
ま
い
。
當
年
の
著
者
の
年
齢

は
撃
っ
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
文
祓
三
年
の
次
に
叙
し
た
爲

め
、
記
事
の
前
後
を
來
し
π
。

　
秀
次
が
秀
吉
か
ら
逆
意
の
嫌
疑
を
受
け
て
、
高
野
に
放

た
れ
た
の
は
、
文
墨
四
年
で
、
著
者
の
四
十
四
歳
の
時
で

あ
る
が
、
本
書
に
は
四
十
三
歳
の
事
こ
し
、
畿
内
の
大
地

震
は
慶
長
元
年
で
、
著
者
の
四
十
五
歳
の
時
で
あ
る
が
、



本
書
に
は
四
十
四
歳
の
事
ε
し
、
月
日
も
閏
七
月
十
三
日

を
卯
月
十
二
日
の
夜
孚
ご
書
い
て
居
る
。

　
本
書
に
は
著
者
が
四
十
五
歳
の
時
に
秀
吉
が
莞
じ
、
其

後
大
小
名
の
間
に
不
和
を
生
じ
て
、
石
田
三
成
が
佐
和
山

へ
追
籠
め
ら
れ
、
家
康
、
景
勝
を
伐
た
ん
が
爲
め
關
束
下

向
の
催
し
が
あ
っ
た
こ
い
ふ
け
れ
こ
も
、
秀
吉
の
豊
里
は

慶
長
三
年
著
者
が
四
＋
七
歳
の
時
で
、
三
成
の
佐
和
山
に

七
つ
た
の
は
同
じ
く
四
年
、
家
康
の
景
勝
を
伐
つ
た
の
は

同
五
年
の
事
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
此
三
年
聞
の
出
來
事

を
、
さ
も
一
年
中
に
あ
っ
た
か
の
如
き
書
き
振
り
は
疑
も

な
く
年
代
の
錯
誤
で
あ
る
。
叉
慶
長
五
年
に
輝
元
が
三
成

等
に
依
っ
て
盟
主
に
推
さ
れ
、
關
ケ
原
の
敗
戦
に
引
煙
い

て
其
國
を
削
ら
れ
、
僅
に
防
長
二
國
を
保
つ
こ
ご
、
な
っ

た
の
を
著
者
は
四
十
六
歳
の
時
こ
し
て
居
る
が
、
そ
れ
も

實
は
四
十
九
歳
の
出
些
事
で
あ
っ
た
Q

　
最
後
に
今
M
つ
附
加
へ
た
い
の
は
、
著
者
が
五
十
一
歳

の
聡
智
利
家
の
受
方
こ
し
て
在
阪
十
一
年
の
勤
務
和
滞
り

　
　
　
第
五
巻
　
研
究
　
或
ろ
職
國
武
士
の
自
叙
傳

な
く
絡
へ
て
六
月
十
日
に
鶴
号
し
、
種
々
の
御
褒
美
を
拝

領
し
、
土
佐
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
添
な
い
ε
書
い
て
居

る
申
畢
で
あ
る
。
彼
れ
の
五
十
工
威
は
慶
長
七
年
に
粗
暫
了
す

る
。
而
か
も
文
書
に
叢
る
ご
、
輝
元
の
宗
瑞
か
ら
土
佐
守

の
・
受
領
を
許
さ
れ
た
の
は
共
前
年
な
る
慶
長
六
年
の
⊥
ハ
月

三
日
で
あ
る
か
ら
正
に
五
十
歳
の
時
で
あ
っ
π
o

　
私
の
以
上
に
暴
げ
た
の
ば
初
に
も
四
っ
て
概
い
た
通
り

も
こ
よ
り
本
書
の
全
部
ご
は
せ
海
。
そ
れ
も
他
に
歴
こ
し

陀
傍
讃
の
あ
る
も
の
だ
け
に
止
ま
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
、

年
代
の
錯
誤
は
決
し
て
絶
無
ご
は
申
さ
れ
ま
い
。
然
ら
ば

是
等
の
相
違
は
抑
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
。
私
が
本
書
の

著
作
年
代
を
考
思
し
て
、
殆
ざ
全
部
は
著
者
が
⊥
ハ
十
六
歳

の
時
に
書
か
れ
淀
も
の
こ
断
定
し
た
の
は
主
ご
し
て
本
書

の
序
文
や
筆
蹟
か
ら
槻
察
し
た
こ
ご
で
あ
っ
た
が
、
斯
く

も
多
く
年
代
を
取
蓮
へ
た
内
容
も
警
世
有
力
な
る
論
備
隊
こ

し
て
こ
れ
を
裏
書
す
る
も
の
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
澱

六
十
六
年
前
の
思
ひ
出
を
書
く
に
當
っ
て
何
人
む
記
臆
の

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
聾
　
　
　
　
一
九
　
（
一
九
）



　
　
　
第
五
巷
　
　
研
　
究
　
　
或
ろ
職
國
武
士
の
自
叙
傳

誤
は
有
り
が
ち
の
事
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
例
へ
ば

一
年
の
思
ひ
違
ひ
が
本
で
、
以
後
一
年
途
り
に
な
っ
て
居

る
ご
い
ふ
や
う
で
あ
れ
ば
未
だ
し
も
、
或
は
三
年
、
或
は

四
年
、
五
年
ご
共
隔
り
が
不
規
則
に
な
っ
て
居
る
の
は
少

々
始
末
が
悪
い
。
著
者
に
言
は
せ
た
な
れ
ば
或
は
相
當
の

理
由
も
あ
っ
た
ら
う
が
、
虫
下
は
如
何
に
し
て
も
聞
違
で

あ
っ
て
、
中
に
は
時
代
が
前
後
し
だ
り
数
年
に
亙
っ
た
事

實
を
一
緒
に
混
同
し
た
り
し
た
事
な
ざ
雫
は
れ
諏
錯
誤
に

つ
い
て
、
今
更
其
動
機
を
詮
’
議
立
す
る
も
無
用
で
あ
ら

う
。
尤
著
者
が
他
の
多
く
の
史
料
を
重
量
し
た
ら
ば
、
斯
・

襟
な
錯
誤
の
…
幾
分
は
免
れ
得
た
で
あ
ら
う
け
れ
ご
も
、
私

が
二
三
指
摘
し
た
如
く
、
著
者
自
身
嘗
て
頂
戴
し
た
主
君

の
忌
物
ざ
の
照
合
を
さ
へ
閑
却
し
た
こ
こ
ろ
を
見
る
と
、

初
か
ら
さ
う
し
た
用
意
の
あ
っ
た
こ
と
を
疑
は
ざ
る
を
得

訟
、
著
者
は
み
つ
か
ら
「
身
上
二
見
へ
來
ル
事
ヲ
有
ノ
儘

二
書
意
シ
タ
」
ご
い
っ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
寧
ろ
其
記
臆

を
本
位
こ
し
て
、
自
賠
の
謄
程
に
組
ん
だ
事
を
有
の
儘
筆

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
軍
　
　
　
　
二
〇
　
（
二
〇
）

に
上
し
た
ご
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
さ
り
こ
て
此
一
事
を
以
て
本
書
の
債
値
を
判
断
す
る
は

早
計
で
あ
る
。
私
の
暴
げ
た
外
に
は
年
月
の
確
か
な
記
事

も
少
く
な
い
。
縦
し
ん
ば
年
月
に
間
蓮
が
あ
ら
う
ご
も
、

そ
れ
が
本
書
の
す
。
へ
て
や
な
い
こ
ご
は
言
ふ
迄
も
あ
る
ま

い
9
自
筆
の
記
臆
に
任
せ
て
語
り
出
す
老
人
の
昔
日
諌
や

實
世
話
が
年
月
日
附
に
間
蓮
が
あ
っ
て
も
、
遺
に
其
世
の

人
だ
け
に
記
録
を
補
ふ
べ
き
史
料
も
少
ら
漁
が
如
く
、
本

書
の
著
者
の
六
十
徐
年
の
記
臆
は
共
重
要
な
る
歴
史
時
期

に
顧
み
て
も
、
奪
曝
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
勿
論
年
月
以

外
、
．
本
書
の
傳
ふ
る
虚
血
に
も
観
察
を
誤
っ
た
も
の
が
な

い
ご
は
言
は
訟
、
併
し
な
が
ら
そ
れ
射
は
下
に
も
説
く
が

如
く
、
著
者
の
戚
総
や
見
聞
を
、
赤
裸
々
に
書
い
た
こ
思

は
れ
る
も
の
ざ
も
で
あ
っ
て
、
そ
れ
さ
へ
或
意
味
に
於

て
の
豊
玉
ご
見
る
こ
ご
が
出
潜
る
」
特
に
彼
れ
の
最
も
活

躍
し
た
載
國
時
代
は
記
録
の
最
も
欲
乏
し
た
時
期
で
あ
っ

て
、
断
簡
零
墨
も
見
遁
す
こ
ご
が
出
來
ぬ
。
本
書
の
記
事



の
中
に
は
世
間
に
傍
心
の
出
で
澱
嵩
め
、
参
照
に
由
な
き

も
の
も
あ
る
．
そ
れ
で
あ
る
か
ら
縦
し
年
月
事
實
に
多
少

の
戚
違
ひ
壁
え
蓮
ひ
は
あ
ら
う
こ
も
、
時
代
の
概
念
を
享

ロ
ー
マ

け
、
氣
分
を
味
ひ
、
思
想
を
酌
み
分
く
る
上
に
得
て
本
書

は
爾
ほ
其
場
値
を
失
は
訟
の
で
あ
る
。

ン
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．
ク
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U

　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
も

　
　
［
　
　
　
　
　
叫
ワ

一
、
本
講
演
の
動
槻
及
び
奥
料

二
、
ナ
ボ
ソ
ナ
ン
畔
代
、
幼
少
期

三
、
・
i
一
、
ン
チ
ソ
ク
環
境

四
、
ラ
ン
ケ
の
ロ
ー
一
、
ン
チ
ソ
ク
前
期

　
蔓
生
及
び
敦
師

玉
、
ラ
ン
ケ
の
ロ
1
｝
、
ン
チ
ソ
グ
中
川
酬

　
伯
林
の
膏
年
数
授

六
、
ラ
ン
ケ
の
ロ
；
一
、
ン
チ
ソ
ク
後
期

　
　
第
五
巷
　
　
研
究

文
學
博
士

坂

口

　
南
方
研
究
放
行

七
、
結
論
　
か
く
生
ひ
立
つ
糞
歴
巡
家

・
ー
マ
ン
チ
ツ
ク
時
代
に
於
け
る
一
膏
年
吏
家
の
血
温

（（

C
　
一
）

昂

　
諸
君
！
今
日
こ
の
題
の
下
に
御
話
致
し
ま
す
の
は
、
歴

史
家
レ
オ
ボ
ー
ル
ド
・
フ
ナ
ン
・
ラ
ン
ケ
の
こ
ご
に
強
し
て

で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
叫
、
本
講
漬
の
動
機
及
び
実
料

　
時
は
一
入
七
五
年
、
ラ
ン
ケ
削
髪
に
八
十
歳
、
彼
の
長

き
生
涯
を
回
顧
し
、
『
何
た
る
大
墾
蓬
、
何
た
る
大
事
件
に

満
ち
た
る
時
期
よ
』
ご
叫
び
、
徐
う
に
そ
の
間
の
史
學
登

・
展
の
由
來
を
指
摘
し
た
。
そ
の
内
に
史
書
史
上
吾
人
の
傾

　
　
　
　
　
　
．
第
一
號
　
　
　
二
一
　
（
二
ご


